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 職員が、更に能力を発揮し活躍できるよう、仕事と子育てを両立させることができる働きやすい雇用

環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間 

 

２．内  容 

 

目標１ 配偶者出産休暇（３日）の全員取得を目指す。 

 

＜対策＞ 

令和３年４月１日～ 

・ポスター掲示し、全職員の理解の徹底に努め取得しやすい職場作りを図る。 

 

    

目標２ 令和７年１２月末までに、年次有給休暇の取得日数を１１日間以上とする。 

 

＜対策＞ 

令和３年４月１日～ 

・連続休暇制度（連続５営業日）、メモリアル休暇（１日）の取得に向けた啓発を行う。 

・半日、時間年次休暇の利用促進を行う。 

 

     

目標３ 女性が継続して働きやすい環境作りに向けて、所定外労働時間を削減のため 

早帰り推進を強化する。 

 

＜対策＞ 

   令和３年７月１日～ 

・勤怠システムを本格稼働し、統括部において時間管理を徹底する。 

令和３年４月１日～ 

・ノー残業デーを年間２４回実施する。 

 

 

目標４ 管理職に占める女性割合を５.０％以上とする。 

 

＜対策＞ 

     令和３年４月～ 

・女性職員への啓蒙活動として、外部研修機関への研修などに派遣し、意欲と能力 

の向上を図る。 


